
　
保
健
所
に
お
け
る
手
数
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
に
掲
げ
る
試
験
検
査
に
相
当
す
る
試
験
検
査
業
務
」
を
「
ヒ
ト
免
疫
不

全
ウ
イ
ル
ス
等
の
試
験
検
査
に
係
る
業
務
」
に
改
め
、
「
手
数
料
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
と
し
て
、

当
該
業
務
に
該
当
す
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
八
十
に
相

当
す
る
額
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
端
数

を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
す
る
。

附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
試
験
検
査
業
務
の
依
頼
を
し
て
い
る
者
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

保
健
所
に
お
け
る
手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
条
例
第
六
十
号

　
　
　

保
健
所
に
お
け
る
手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例




